
精華町水道の現状と今後

１． 精華町の水道

本町の水道事業は、昭和３４年１１月に創設認可され、昭和３６年７

月より給水を開始して以降、数回の拡張事業を重ねて現在の状況に至っ

ています。

現在の第４次拡張計画では、計画給水人口４０，４００人、計画１日

最大給水量１６，９００㎥となっています。

平成３０年度末における給水人口は３７，３３９人、１日最大給水量

は１２，６４５㎥、水道普及率は９９．７６％となり、本町水道事業は、

学研都市建設などによる整備促進と並行して、持続性ある維持管理及び

安定運営を図っていく必要があります。

２． 精華町水道の水源

本町の水道水源は、町内の６箇所の深井戸を水源とする自己水（５，

９００㎥／日）と、京都府営水道から供給を受けている府営水（１１，

０００㎥／日）に分かれます。

３． 京都府営水道料金単価の変遷

(円／㎥：税抜)

令和２年度以降の新料金単価（予測）を平成３０年度決算で試算します

と、上記の建設負担料金と使用料金で構成される京都府営水道への支払は、

約２千万円の減額となる見込みです。

４． 精華町水道の今後

平成３０年度決算において、水を１㎥造るのに必要な給水原価が１９５

円１３銭／㎥、供給単価は１２１円４３銭／㎥となっており、水道事業経

営の指針である料金回収率（給水に係る費用が、どの程度水道料金で賄え

ているかを示す指標）は、６２．２％であります。

今後は、町内における水需要の変動に対応しつつ、事業収支構造の改善を

図りながら、料金回収率を向上させて、精華町水道事業の持続性ある安定運

営を実現できるようさまざまな検討を行ってまいります。
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H26.4.1～H27.3.31 ７１ ３４ ７３ ３４ ４１ １８

H27.4.1～H28.3.31 ６６ ２０ ６６ ２０ ４１ １８

H28.4.1～R2.3.31 ６６ ２０ ６６ ２０ ４４ ２０

予測 R 2.4.1～ ５５ ２８ ５５ ２８ ５５ ２８
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